
広報 へ き

統
一
地
方
選
挙
が

行
わ
れ
ま
す

四
月
十
二
日
(
日
)
県
議
会
議
員
選
挙

四
月
二
十
六
日
(
日
)
町
議
会
議
員
選
挙

選
挙
は
、
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し

の
願
い
を
県
政
や
町
政
に
反
映
さ
せ

る
最
大
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
わ
た

し
た
ち
の
一
票
は
、
暮
ら
し
を
よ
く

す
る
た
め
の
貴
重
な
意
志
表
示
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
県
政
、
町
政
を
任
せ

る
人
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
冷
静
に

一
票
を
投
じ
た
い
も
の
で
す
。

選
挙
権
行
使
の
五
原
則
を
実
践
し

明
る
く
正
し
い
、
き
れ
い
な
選
挙
に

し
ま
し
ょ
う
。

○
あ
な
た
が
政
治
の
主
人
公
で
す
。

○
あ
な
た
が
選
挙
の
主
役
で
す
。

○
選
挙
は
、
あ
な
た
に
代
っ
て
政
治

を
す
る
人
を
選
ぶ
こ
と
で
す
。

○
だ
れ
を
選
ぶ
か
は
、
あ
な
た
の
自

由
で
す
。

○
選
挙
違
反
は
、
み
ん
な
の
良
心
を

裏
切
る
悪
質
な
犯
罪
で
す
。

選
挙
の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

(
県
議
会
議
員
選
挙
)

〇
投
票
日
四
月
十
二
日
(
日
)

〇
告
示
日
四
月
三
日
(
金
)

○
投
票
で
き
る
者

四
月
二
日
(
選
挙
人
名
簿
選
挙
時

登
録
の
資
格
基
準
日
)
現
在
で
三
か

月
以
上
本
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
、
か
つ
四
月
十
二
日
(
投
票

日
)
現
在
で
満
二
十
歳
以
上
(
昭
和

四
十
二
年
四
月
十
三
日
以
前
に
生
れ

た
者
)
の
日
本
国
民
で
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
。

(
町
議
会
議
員
選
挙
》

〇
投
票
日
四
月
二
十
六
日
(
日
)

〇
告
示
日
四
月
二
十
一
日
(
火
)

○
投
票
の
で
き
る
者

四
月
二
十
日
(
選
挙
人
名
簿
選
挙

時
登
録
の
資
格
基
準
日
)
現
在
で
三

か
月
以
上
本
町
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
、か
つ
四
月
二
十
六
日
(
投

票
日
)
現
在
で
満
二
十
歳
以
上
(
昭

和
四
十
二
年
四
月
二
十
七
日
以
前
に

生
れ
た
者
)
の
日
本
国
民
で
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
。

(不
在
者
投
票
》

仕
事
の
都
合
や
、
や
む
を
え
な
い

用
事
、
病
気
や
出
産
な
ど
の
た
め
に

当
日
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人

は
、
次
の
と
お
り
前
も
っ
て
投
票
が

で
き
ま
す
。

○
期
間
お
よ
び
時
間
等

○
県
議
選
は
四
月
三
日
か
ら
四
月
十

一
日
ま
で

○
町
議
選
は
四
月
二
十
一
日
か
ら
四

月
二
十
五
日
ま
で

○
時
間
は
い
づ
れ
も
午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

○
場
所

役
場
選
管
事
務
局

○
持
参
す
る
も
の

(
1
)
印
鑑

(
2
)
船
員
の
方
で
選
挙
人
名
簿
登
録

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る

人
は
、
そ
の
証
明
書
。

(郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
》

選
挙
人
で
身
体
に
重
度
の
障
害
が

あ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳
お
よ
び
戦

傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
、
選
挙

管
理
委
員
会
の
発
行
す
る
「
郵
便
投

票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
て
お
ら

れ
る
か
た
は
自
宅
で
不
在
者
投
票
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
証
明
書
の
交
付
に
は
一
～
二

日
手
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
早
目

に
選
管
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

投
票
用
紙
の
請
求
は
、
投
票
日
の

四
日
前
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

《
開
票
》

開
票
は
、
県
議
会
議
員
選
挙
、
町

議
会
選
挙
と
も
即
日
開
票
で
、
午
後

七
時
か
ら
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

多
目
的
ホ
ー
ル
で
行
う
予
定
で
す
。

"
加
入
は
も
う
お
済
み
で
す
か
"

交
通
災
害
共
済
会
員
募
集
中

交
通
災
害
共
済
と
は
、
車
は
も
ち

ろ
ん
歩
行
者
も
自
転
車
も
航
空
機
に

い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
の
交
通
災
害

を
カ
バ
ー
し
た
共
済
制
度
で
す
。
み

ん
な
の
力
で
被
災
者
を
助
け
ま
す
。

家
族
の
為
に
、
み
ん
な
の
た
め
に
、

そ
し
て
自
分
の
た
め
に
も
、

は
い
っ
て
安
心
交
通
災
害
共
済

お
申
込
み
は
役
場
総
務
課
へ

掛 金

大 人

( 1人)

500円

老 人

子 供

( 1人)

300円

昭
和
六
十
二
年
農
家
労
働
標
準
賃
金

昭
和
六
十
二
年
の
農
家
労
働
標
準

賃
金
を
三
月
の
農
業
委
員
会
総
会
で

左
表
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

運
用
に
つ
い
て
は
、
土
地
条
件
、
作

業
内
容
等
十
分
ご
配
慮
下
さ
い
。

昭和62年分日置町農家労働標準賃金表
10a 当り

仕

付

田
植

苗
取

稲

刈

農
薬
散
布

脱

穀

収

穫

平
日
雇

区 分 賃 金 労働時間 備 考

一 回 耕( 油持) 6, 000 円 時間

耕 起 か ら 代 か き
( 油持) 14, 000

早 乙 女( 弁 当特) 5, 300 8

動 力田植機( 油 持) 5, 500

日 役( 弁 当持) 5, 300 8

日 役( 弁 当持) 5, 300 8

バ インダー( 油 持) 8, 000
ま わり刈 発注
者 倒伏田、湿
田は2 割 増

7 月 末 日 ま で 650

8 月1 日 以 降 750

ハ ーベ スター
( カッタ付)

6, 500

油 持
ハ ーベ スター

( カッタ無)
6, 000

コ ン バ イ ン

刈 取 り
14, 000

ま わり刈 発注
者 倒伏田、湿
田は2 割 増

男 5, 000 8
( 弁当持)

女 4, 000 8
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